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中湧別出張所でこれまでできなかったマイナンバーカードに関係する事務が、平日のみ可能に

なりました。 
 

【変更となる事務】（〇：できる ×：できない） 

※マイナンバーカードの交付は、これまでどおり上湧別・湧別庁舎のみとなります。 
 

【取り扱いできる日】 

・平日のみ（役場開庁日） 

※土日祝日はマイナンバーカードに関係する事務は取り扱いできません。 

 

 

 

 

 住所移動 

（転入・転居・転出など） 

電子証明書 

発行・更新 

暗証番号設定・ 

初期化 

外国人の方の 

有効期限の変更 

マイナンバー 

カードの交付 

変更前 × × × × × 

変更後 〇 〇 〇 〇 × 
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五鹿山スキー場を駆け上がる「ゆうべつ五鹿山マラソン２０２３」を開催します。子どもから

大人まで多数のご参加をお待ちしています。 
 

【日  時】９月１０日（日）午前９時 開会式（受付開始は午前８時３０分） 

              午前９時２０分 スタート予定 

【会  場】五鹿山スキー場 ロッジ前（北兵村二区） 

【対  象】小学生以上 

【種目・参加料】参加料は当日受付でお支払いください。 

種目 距離 参加料 

一般の部（各部男女） 

約２ｋｍ 

町民または町内勤務の方は５００円 

それ以外の方は１,０００円 

高校生の部（各部男女） 

町民または湧別高校生の方は無料 

それ以外の方は５００円 

中学生の部（各部男女） 

小学校４年生～６年生の部 約６００ｍ 

小学校１年生～３年生の部 約３００ｍ 

【表  彰】各部門１位～３位に賞状と副賞を贈呈します。 

【参 加 賞】参加者全員に参加賞と完走証をお渡しします。 

【申込方法】８月２１日（月）までに申し込みフォームか電話、またはメールでお申し込みくだ 

      さい。電話でお申し込みの際は、住所、氏名、性別、年齢（学年）、連絡先、町内 

勤務の有無（町外の方のみ）をお伝えください。 

【申 込 先】教育委員会社会教育課 社会教育グループ 

℡５－３１３２ FAX５－３７１０  

メール shakyo@town.yubetsu.lg.jp 

【主  催】湧別町体育協会 

 

 

 

 

 

芭露地区のお盆行事のため、芭露出張所の業務時間を短縮します。 
 

【業務時間】 

窓口 月 日 業務時間 

芭露出張所 
８月１５日（火） 

  １６日（水） 
午前９時～午後５時 → 午前９時～午後３時 

※午前１１時３０分～午後０時３０分は休業しています。 

※上湧別庁舎、湧別庁舎、中湧別出張所は、通常どおり午前８時３０分から午後５時１５分まで

業務を行っています。 
 

なお、上芭露郵便局、計呂地郵便局でも下記の発行手続きができますのでご利用ください。 

●戸籍（除籍）謄本・抄本の発行   ●住民票、戸籍の附票の写しの発行 

 ●印鑑登録証明書の発行       ●納税証明書および所得証明書の発行 

令和５年８月１０日発行 No.333 

ゆうべつ五鹿山マラソン２０２３を開催します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

申し込みフォーム 

芭露出張所の業務時間を短縮します 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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近年リモートワークを導入する企業が増え、オフィス以外で働く方も多いことから、テレワー

クにより働ける環境を提供するために、文化センターＴＯＭ漫画美術館内（中湧別中町）にどな

たでも利用できるコワーキングスペースを設置しました。 

コワーキングとは「Co（ともに）」と「Working（働く）」という２つの英語から「ともに働く」

という意味で、場所の縛りがないオープンな環境で働く方たちのワークスタイルです。 

Wifiや電源・照明設備もありますので、ぜひお気軽にご利用ください。 
 

【設  備】コワーキングブース３室、コワーキングデスク４台 

【利用方法】事前に申請が必要です（当日受付も可能） 

      ・電話受付 中湧別出張所（℡２－２２１８） 

      ・窓口受付 中湧別出張所または中湧別図書館 

【利用期間】月曜日・祝日、１２月３０日から１月４日までは利用できません。 

※月曜日が祝日の場合は、火曜日が利用できません。 

【利用時間】午前９時～午後５時 

【利 用 料】無料 

【そ の 他】詳しくは町ホームページをご覧ください。 

【問い合わせ先】中湧別出張所 ℡２－２２１８  

商工観光課商工観光グループ ℡２－５８６６ 

 

 

 

 

 

町内で、「創業を検討している方、創業して間もない方、事業を承継したい、させたい。」と考

えている方へ専門家による個別相談会を開催します。 

 「創業したいと思っているけれど、具体的なイメージがいまひとつ…」「趣味や特技、資格を

生かした商売を始めたい」「自分の事業を次世代に残したい」などの創業や事業承継に関するお

悩みをお持ちの方、まずは商工会と専門家に相談してみませんか。具体的な計画がなくても相談

できますのでお気軽にお申し込みください。 
 

【開催日時】８月３０日（水）午後６時３０分～８時３０分 

８月３１日（木）午前１０時～正午 ※ひとり当たり６０分程度 

【開催場所】文化センターＴＯＭ２階 第２会議室（中湧別中町） 

【内  容】創業計画、事業承継計画について専門家に相談ができます。 

【参加資格】町内で創業、事業承継を検討している方 

【参 加 料】無料 

【定  員】４人 

【専 門 家】中小企業診断士 石坂育仁さん 

【申し込み先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

【申込期間】８月２３日（水）まで ※定員となり次第参加受付を終了します。 

 

コワーキングスペースをご利用ください 

○上商工観光課 商工観光G ２－５８６６ 

「創業・事業承継個別相談会」を実施します 

○上商工観光課 商工観光G ２－５８６６ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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令和５年６月１日現在で本町に住所を有し、本町の上水道・簡易水道、紋別市沼の上簡易水道

を契約しておらず、自家用水のみ、または営農用水を使用している世帯の世帯主へ、支援金を給

付しています。まだ申請されていない方は、８月３１日（木）までに手続きをお願いします。 
 

【申請方法】申請書を○上企画財政課、○湧福祉課、中湧別出張所、芭露出張所のいずれかに提出

するか、○上企画財政課へ郵送してください。 
 

【郵 送 先】〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課企画グループ あて 
 

【申請書類】●申請書（押印が必要です） 

各申請窓口に備えてあります。また、町ホームページからダウン 

ロードできます。 

      ●振込先を確認できる書類 

       金融機関・支店名、口座番号、口座名義人が確認できる、通帳ま 

たはキャッシュカードの写しなど 

 

 

 

 

 

 北海道では、食料品などの物価高騰の影響を受けている子育て世帯の負担軽減と道産品の消費

拡大を図るため、平成１７年４月２日から令和５年９月３０日までに生まれた児童がいる道内の

世帯に商品を支給する事業を実施しています。まだ申請されていない方は、９月３０日（土）ま

でに手続きをお願いします。 

※令和５年８月１日（火）から９月３０日（土）に生まれた新生児を対象に申請する場合の申請 

期限は令和５年１０月３１日（火）までです。 
 

【支給対象】申請日において次のいずれかに該当する世帯 

      ①道内で対象児童と同居している世帯 

      ②道内で対象児童だけで構成する世帯 

      ③保護者は道内に在住し、道外で支給対象児童だけで構成する世帯 
 

【申請方法】①電子申請 北海道専用ホームページから申請 

      ②郵送申請 北海道専用ホームページから申請書をダウンロードして郵送で申請 
 

【提出書類】申請書、本人確認書類 
 

【そ の 他】商品などの詳細は、専用ホームページをご覧ください。 
 

【問い合わせ先】申請者用コールセンター ℡０１１－３５０－７３７１ 

 午前９時～午後５時 

 

 

自家用水を利用している方へ（再掲載） 

支援金の申請期限 【８月３１日（木）まで】 
○上企画財政課 企画G ２－５８６２ 

町ホームページ 

北海道 お米・牛乳子育て応援事業を実施しています（再掲載） 
○湧健康こども課児童支援G ５－３７６５ 

専用ホームページ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増加を踏まえ、令和５年度の住民税非課税世帯

に対して重点支援給付金を給付しています。９月２９日（金）までに手続きをお願いします。 
 

【給 付 額】１世帯あたり３万円 

【対象世帯】令和５年６月１日現在で本町に住民登録されている世帯で、令和５年度の住民税が

非課税である世帯 

【手続方法】対象と見込まれる世帯には、７月上旬に「確認書」を送付しています。 

内容をご確認のうえ、必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。 

 

 

 

 

 

日本赤十字社では、令和５年６月３０日からの大雨災害で被災した方々を支援するため、下記

のとおり義援金を受け付けています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。 
 

【義援金名称】令和５年６月３０日からの大雨災害義援金 

【受付期間】１２月２９日（金）まで（役場へ持参する場合は、１２月１８日（月）まで） 

【受付方法】（１）郵便振替 

●加入者名：日赤令和５年６月３０日からの大雨災害義援金 

●記号番号：００１９０－１－３９２７８９ 

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。 

（２）銀行口座 

口座名義：日本赤十字社
ニホンセキジュウジシャ

（下記３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５９７ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５９５ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０６２６ 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課 ℡０３－４３６３－２０５６ 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局） 

○上住民税務課、中湧別出張所 

【寄付金控除】この義援金は、寄付金控除の対象となります。 

       個人の寄付：個人住民税および所得税の寄付金控除を受けることができます。 

       法人の寄付：通常の寄付金の損金算入限度額と合わせて、別枠で算出した特定公 

益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入すること 

ができます。 

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を給付しています（再掲載） 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和５年台風第２号等大雨災害義援金を受け付けています 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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「住み慣れた町で、地域で、わが家で、ずっと暮らし続けたい。」という思いは皆さん共通の願

いです。支え合いで、自分らしく活躍できる「お互いさま」の地域であるために、そのヒントを

他の地域の取り組みや手法を参考に、地域の皆さんと一緒に考えてみませんか。 
 

【テ ー マ】「人と人とが結びつき盛り上がっている地域の集いの場の仕掛け」 

【講  師】北星学園大学社会福祉学部社会福祉学科 教授 岡田直人さん 

【日  時】９月１日（金）午後３時～４時３０分 

【場  所】文化センターさざ波 多目的ホール（栄町） 

【対  象】どなたでも参加できます 

【参 加 料】無料 

【申込方法】下記まで事前に電話でお申し込みください。 

【申 込 先】湧別町社会福祉協議会事務局 ℡２－２１９７ 

【主  催】湧別町社会福祉協議会（町生活支援体制整備事業受託者） 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。チューリップカードをお持ちの方は、受付で 

ご提示ください。 

 

 

 

 

 

消防法施行令に基づく、防火管理者（甲種・乙種）の資格を取得するための講習会を行います。 

火災を未然に防止し被害を軽減するためには、防火管理の重要性を十分に再確認することが重

要です。事業所においても、防火管理者の育成に努めていただきますようお願いします。 
 

【日  時】甲種新規 ：１１月７日（火）、８日（水）の２日間 午前１０時～午後４時 

      甲種再講習：１１月７日（火）午後１時～３時 

      乙種   ：１１月７日（火）午前１０時～午後４時 
 

【会  場】遠軽町芸術文化交流プラザ「メトロプラザ」（遠軽町岩見通南１丁目） 
 

【受 講 料】甲種・乙種 各３,０００円 

      甲種再講習  ２,０００円 
 

【申込方法】申請様式（消防署および各出張所、遠軽地区広域組合ホームページに備えてあります） 

を消防署に持参するか、下記申込先にメールまたはファクスで送信してください。 
 

【申込期間】９月１日（金）～２９日(金) 
 

【申込・問い合わせ先】遠軽地区広域組合消防本部予防課  

℡ ０１５８－４２－７６００  

FAX０１５８－４２－２１８４  

メールアドレス yobouka@engarukouiki.jp 

 

 

「地域の支え合い活動を考える学習会」を開催します 
○湧福祉課 高齢介護G ５－３７６１ 

防火管理講習を実施します 
遠軽地区広域組合 消防本部 予防課 ０１５８－４２－７６００ 

遠軽地区広域組合 

ホームページ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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 ８月３０日（水）に北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で、北海道主催の「令和５

年度（２０２３年度）北海道戦没者追悼式」が開催されますが、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から規模を縮小し参列者を限定して開催します。このことから、参列できない方々のた

めに、式典の様子がＹｏｕＴｕｂｅでライブ配信されます。 

 配信の視聴方法などは北海道ホームページにて掲載されておりますのでご確認ください。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、一般参列者の募集はありません。 

 

【配 信 日 時】８月３０日（水）午前１１時５３分～午後１時 
 

【配信チャンネル】【公式】北海道戦没者追悼式配信チャンネル 
 

【アーカイブ配信】ライブ配信後は、録画映像がいつでも見られるようにアーカ 

イブ配信される予定です。 
 

【問い合わせ先】北海道保健福祉部 福祉局地域福祉課 援護係 

℡０１１－２３１－４１１１（内線２５－６２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

先の大戦が終結して、今年で７８回目の夏を迎えました。昭和１７年５月２６日、オホーツク

海沿岸で２つの機雷が発見され、ポント浜海岸で処理中に発生した爆発事故により、地元の警防

団員や見学していた方々１１２人が死亡するという痛ましい事故から８１年が経過しました。 

犠牲になられた方々へ、追悼を捧げるとともに平和を祈念するため、次のとおり湧別町戦没

者・機雷殉難者追悼式が執り行われます。 

ぜひご参加いただき、今一度、戦争と平和について考えてみましょう。 
 

【日  時】８月１８日（金）午前１０時～ 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中湧別中町） 

【留意事項】●受付は午前９時３０分から９時５０分までにお願いします。 

      ●供花供物などは、ご辞退いたします。 

      ●服装は平服でお越しください。 

      ●風邪症状がある方や体調不良の方は参加をお控えください。 

【主  催】湧別町遺族会 

 

 

 

 

北海道戦没者追悼式が YouTubeでライブ配信されます 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和５年度湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式が開催されます 
○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

YouTubeチャンネル 

北海道ホームページ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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 金やレアメタルなどの希少金属の再資源化を目的に行っている「使用済み小型家電」の無料回

収ですが、回収ボックス内に小型家電の箱やケースといった回収対象外のものが多く投入されて

おり、処理にたいへん苦労しています。 

 回収ボックスを利用する場合は、家電本体のみを投入されるようお願いします。回収ボックス

に投入できないものを次のとおりまとめましたのでご確認ください。 
 

【回収ボックスに投入できないもの】 

品目 処理方法 

小型家電製品が梱包されている箱、説明

書、ケースなど 
ゴミの分別ルールに従って排出してください。 

小型家電に内蔵されているバッテリー、

乾電池 

火災の原因になりますので、取り外せるものは必ず取り外し

てください。取り外したバッテリーや乾電池は、町内の回収

拠点に設置した乾電池回収ボックスへ入れてください。 

プリンターに取り付けている用紙やト 

ナー 
火災の原因になりますので、取り外してください。 

事業所から排出される小型家電や携帯電

話、パソコンなど 

町で設置している回収ボックスは、家庭から出る使用済み小

型家電を回収するためのものです。投入しないでください。 

家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵

庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア

コン）、パソコン用モニター、フロンガス

含有除湿器、オイルヒーター 

販売店またはお近くの家電小売店にお問い合わせください。

処分は有料です。 

※ケーブルや充電器、キーボードやマウスなどは、付属品として回収の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

【募集住宅】 
団地名 

（場所） 
仕様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備 

募集 

戸数 

上湧別団地 

（上湧別屯田市街地） 
単身向 平成11年度 50.5㎡ 1LDK 

12,700円 

～  
18,900円 

1,300円 

ユニットバス 

電気温水器 

暖房機なし 

（ＦＦ式を自主設置） 

１戸 

上湧別団地 

（上湧別屯田市街地） 
世帯向 平成10年度 65.2㎡ 2LDK 

16,200円 

～  
37,300円 

1,300円 

ユニットバス 

電気温水器 

暖房機なし 

（ＦＦ式を自主設置） 

１戸 

リラハイツ 

（中湧別北町） 

若年 

単身向 
平成15年度 42.6㎡ 1LDK 

18,000円 

～  
29,600円 

500円 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

２戸 

令和５年８月１０日発行 No.333 

町営住宅などの入居者を募集します 
○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

小型家電回収ボックスをご利用の皆さまへ 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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【入居資格】●公営住宅法により定められた所得制限を超えない方（世帯構成などにより控除が

異なりますので、詳しくはお問い合わせください。） 

●国税・地方税・町に支払うべき使用料などを滞納していない方 

●入居予定者が暴力団員でない方 

●入居に際しては連帯保証人２人が必要です。また、家賃の２カ月分相当額を敷金 

として納付いただきます。 

【申込方法】○上建設課、○湧福祉課に備えている申込書に必要事項を記入のうえ、住民票・所得 

証明書・完納証明書など必要書類を添付してお申し込みください。 

※１戸の住宅に２件以上のお申し込みがあった場合は、入居者選考委員会より意  

見を聴取して町長が住宅困窮度を判定して入居順位を決定します。 

【そ の 他】今回募集する以外にも、随時募集中の住宅がありますので、詳しくはお問い合わせ 

ください。 

【申込期間】８月２４日（木）まで 

【入居時期】９月上旬からの予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森林や木材に親しむことを目的に「げんきの森で遊び隊」イベントを開催します。 
 

【日  時】９月１０日（日） ①午前の部 午前９時３０分～正午（受付：午前９時～） 

②午後の部 午後１時３０分～４時（受付：午後１時～） 

【場  所】いこいの森（志撫子） 

      ※集合場所は道の駅「愛ランド湧別」第二駐車場です。 

【内  容】いこいの森散策（自然観察） 

ツリーイング（ロープを使った木登り） 

【講  師】いこいの森散策：湧別町役場職員 

      ツリーイング：知床山考舎 滝澤大徳さん 

【対  象】町内にお住まいの小学生 

【参 加 料】１人１００円 

【定  員】２０人（午前・午後 各１０人）※申し込みが多い場合は抽選となることがあります。 

【服  装】長袖、長ズボン、運動靴など動きやすい服装 

【持 ち 物】ヘルメットをかぶるため、バンダナや日本手ぬぐいなど、頭にかぶることのできる 

薄手の布、手のサイズに合った滑り止め付きの手袋 

【申 込 先】○湧水産林務課または右記の二次元バーコードからお申し込みください。 

【申込期間】８月３１日（木）まで 

【主  催】湧別町げんきの森活動委員会 

【そ の 他】荒天により中止する場合は、当日午前８時までに連絡します。 

 

 

募集住宅の詳細 

令和５年８月１０日発行 No.333 

「げんきの森で遊び隊 Vol.２」 隊員（参加者）を募集します 
○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

 

申し込みフォーム 
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町民の皆さまに運動の重要性や楽しさを知っていただくためのサポート役として、来年３月ま

で毎月２回から３回程度、定期的に専門のインストラクターの指導が受けられます。希望するス

クールにお申し込みください。※定員になり次第締め切ります。 
 

【トレーニングスクール】～トレーニングマシンを使用して個別指導～ 

●９月7日（木）「有酸素運動でエネルギーチャージ！～脂肪燃焼・ストレス軽減～」   

【時間】午前１０時～正午 

【内容】有酸素運動（脂肪燃焼トレーニング）、運動相談など 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】１０人 

【フィットネススクール】～参加者みんなでスキルアップ～ 

●９月１4日（木）「笑顔あふれるリズム運動！～全身運動で日常生活をより活動的に～」 

【時間】午前１０時～正午 

【内容】リズム感を鍛えて運動能力向上トレーニング、運動相談など 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】２０人 

●９月２７日（水）「より速く！より強く！瞬発力・持久力向上トレーニング」 

【時間】午後６時３０分～８時３０分 

【内容】フィジカルトレーニング、カラダのキレを出すトレーニングなど 

【会場】湧別総合体育館アリーナ、２階トレーニングルーム 

【定員】２０人 
 

【参 加 料】無料 

【講  師】㈱スポーツクラブ PHYSIT トレーナー 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物      

【申込方法】各スクール開催日の２日前までに、右記の申し込みフォームか電話 

（社会教育課：℡５-３１３２）でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 ３月に閉校した旧湧別小学校を一般公開します。旧湧別小学校の校舎と体育館は令和６年度に

解体する予定となっており、解体前に見学したいという要望を受けて実施するものです。 

 時間内は自由に見学できますので、ぜひお越しください。 
 

【日 時】９月３日（日）午前１０時 ～ 午後２時 

【場 所】旧湧別小学校（錦町） 

【対象者】どなたでも見学できます。事前の申し込みは不要です。 

【その他】・閉校にあわせ、電気および上下水道は廃止しているため、トイレの使用はできません。 

・スリッパなど上履きをご持参ください。 

・校舎周辺に駐車のうえ、児童玄関からお入りください。 

令和５年８月１０日発行 No.333 

９月のトレーニング・フィットネススクール 
教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

 
 

申し込みフォーム 

旧湧別小学校を一般公開します 

教育委員会 教育総務課 学校教育G ５－３１４３ 
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 町内で活動する１０人以上の団体を対象に、町内の学校施設を学校授業などに支障のない範囲

で開放します。 
 

【利用できる団体】町内に居住、在勤、在学する１０人以上の団体（登録団体の代表者は未成年不可） 
 

【利用できる施設】町内小学校・中学校・義務教育学校の体育館およびグラウンド 
 

【開放日時】月曜日～金曜日（土日祝日、学校行事などがある日は利用できません。） 

      ●小学校    ：午後５時３０分～９時 

       ●義務教育学校・中学校：午後７時   ～９時 
 

【利用方法】①事前に施設が利用できるか、お問い合わせください。 

       ②利用の１週間前までに、団体登録申請書（１０人以上）および使用申請書を提 

出してください。 

       ③申請後、使用許可書を交付します。 

       ④利用前後は、手の消毒や使用した備品などの消毒、清掃を行い、開放日誌に必 

要事項を記入してください。消毒液と開放日誌は施設に備えてあります。 

       ※利用を中止する場合は、学校か教育委員会へ連絡をお願いします。 
 

【利 用 料】 

 

 

 

 

 
 

【そ の 他】・団体登録申請書および使用申請書の様式は、町ホームページまたは教育委員会

社会教育課（文化センターさざ波）に備えてあります。 

・学校授業などに支障のある場合は、あらかじめ申し込みがあっても中止する場合

があります。その場合、利用団体にご連絡します。 
 

【申込・問い合わせ先】教育委員会社会教育課社会教育グループ（文化センターさざ波） 

       ℡５－３１３２ 

 

 

 

 

 

 

 湧別町公式インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」と「いいね！」をお願いします 

 

施設区分 
１時間あたり使用料 

夏期 冬期 

体育館 
バドミントンコート１面につき １００円 ３５０円 

バレーコート１面につき ３００円 １,050円 

グラウンド 全面 ４００円 ４００円 

町立学校施設の体育館・グラウンドを開放します 

教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 

町ホームページ 

令和５年８月１０日発行 No.333 
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町では、地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練として総務省全国瞬時警報

システム（Ｊアラート）を利用した試験放送を実施します。この訓練は、全国一斉で行われるた

め、町外でも実施されますので、お間違えのないようご留意ください。 

なお、訓練当日の災害発生などにより試験を中止する場合があります。 
 

【訓練日時】８月２３日（水）午前１１時ごろ 

【伝達内容】 

●防災メール「サポート＠防災ゆうべつ」 

●防災ＬＩＮＥアカウント「＠yubetsu」 

「これは、Ｊアラートのテストです。」と書かれた 

メールやＬＩＮＥメッセージが届きます。 

●防災スピーカー 

町内３３カ所に設置してある防災スピーカーから、 

チャイム音が流れ、「これは、Ｊアラートのテストです。」 

と３回繰り返し放送されます。 

 

 

 

 

 

高齢者生活福祉センター内の居住施設「亜麻の里」の入居者の募集をします。入居を希望され

る方は、次のとおりお申し込みください。 
 

【場  所】湧別オホーツク園横 高齢者生活福祉センター内（東） 

【募集居室】１室 

【居室設備】備え付け：台所、ＩＨ調理器、冷蔵庫、洗面化粧台、トイレ、ヒーター、押入など 

      共同利用：浴室（月～金曜日に利用可）、洗濯乾燥室 

【対 象 者】町内にお住まいで、おおむね６５歳以上で独立して生活をすることに不安のある夫 

婦世帯または一人暮らし世帯。ただし、自炊できる程度の健康状態にある方に限り 

ます。 

※夫婦世帯が入居決定した場合は、２人用居室へ入居していただきます。 

※１人暮らし世帯が入居決定した場合は、１人用居室へ入居していただきます。 

【利 用 料】管理費：２人用居室…月額１５,０００円（家賃、光熱水費を含む） 

    １人用居室…月額１０,０００円（家賃、光熱水費を含む） 

事務費：年間の収入額に応じて、下記の額を負担していただきます。 

●１,２００,０００円以下…０円 

●１,２００,００１円以上…収入額に応じて４,０００円～３０,０００円 

【申込期間】９月１５日（金）まで 

【申込方法】申し込みの際にご用意していただく書類がありますので、事前に○湧福祉課へ電話

でお問い合わせください。 

【そ の 他】施設には生活援助員がおり、相談や緊急時のお世話などをします。 

 

 

高齢者生活福祉センター「亜麻の里」の入居者を募集します 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

令和５年８月１０日発行 No.333 

８月２３日（水）にＪアラート全国一斉情報伝達訓練を実施します 
○上総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 
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７月２６日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況は次のとおりです（現在とは異なる場合

があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、

詳しくは各施設にお問い合わせください。 

 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 
･ 

室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

40人 0 15 24 39 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
20人 0 ２ １ ３ 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 20人 0 ２ １ ３ 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

40人 0 12 22 34 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
20人 0 5 11 16 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 18人 0 2 ３ ５ 

有料老人 

ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 38人 ０ 0 ０ 0 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

13室 
0 0 ４ 4 

夫婦用 

２室 
0 ０ ０ ０ 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ ３ ４ 7 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

24室 
０ 19 ７ 26 

夫婦用 

３室 
0 ３ 3 ６ 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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 現時点での国の接種方針に基づいて、町では９月から開始する新型コロナワクチンの接種準備

を進めています。 
 

【接種対象者】新型コロナワクチンの１・２回目の接種を終了した１２歳以上の方 

※今回の接種では、「６５歳以上の方」および「基礎疾患を有する方」以外の方に

ワクチン接種の努力義務はありません。 
 

【会  場】文化センターＴＯＭ（中湧別中町） 
 

【接種日程】国からのワクチン配送の遅れなどにより、接種日程が変更になる恐れがありますの 

で、接種券が届きましたら、接種日を必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

※上記日程で都合が悪く、１１、１２月に接種を希望される方はご相談ください。 
 

【ワクチンの種類】オミクロン株（XBB1.5）ワクチン（予定） 
 

【予約方法】●６５歳以上の方 

  予約は不要です。 

令和５年春接種（５月８日～８月末）を接種済みの方に、接種券と共に接種日を

指定した案内文を送付しますので、ご案内日にお越しください。 

※指定した日の都合が悪い場合や接種を希望しない方、または「未使用の接種券  

をお持ちの方」で接種を希望される方は○湧健康こども課までご連絡ください。 

●１２～６４歳の方 

令和４年秋接種においてオミクロン株ワクチンを接種した方へ、７月中旬に意向

調査を行っております。意向調査で接種を希望された方には、接種券と一緒に接

種日を指定した案内文を送付します。 
 

【そ の 他】・「未使用の接種券をお持ちの方」、「転入された方」で接種を希望される方は、 

○湧健康こども課までお問い合わせください。 

・新型コロナワクチンなどに関する情報は、厚生労働省のホームページなどでも確 

認できます。 

・ご不明な点は、○湧健康こども課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

月 日 担当病院 月 日 担当病院 

９月 ７日（木） ゆうゆう厚生クリニック １０月 ４日（水） ゆうゆう厚生クリニック 

 ９月１２日（火） 曽我病院 １０月１７日（火） 曽我病院 

 ９月２８日（木） ゆうゆう厚生クリニック １０月１８日（水） ゆうゆう厚生クリニック 

 ９月２９日（金） 曽我病院 １０月２７日（金） 曽我病院 

令和５年度秋の新型コロナワクチン接種について 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

厚生労働省 

ホームページ 
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